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○今治市水道事業経営審議会規程 

平成26年3月31日 

水道部規程第5号 

(趣旨) 

第1条 この規程は、今治市執行機関の附属機関設置条例(平成17年今治市条例第17号)第6条の規定に

基づき、今治市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

(所掌事務) 

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の経営に関する重要事項を調査、審議し、その意見を答

申する。 

(委員の構成) 

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 公共的団体の役職員 

(3) 水道事業関係団体の役職員 

(4) 水道事業経営に対する関心の高い者 

2 公共的団体又は水道事業関係団体の役職員のうちから選任された委員が、その職を失ったときは、委員

の職を失うものとする。 

(会長及び副会長) 

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。 

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(関係者の出席) 

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

(庶務) 

第7条 審議会の庶務は、水道事業総務担当課において処理する。 

(委任) 

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規程は、平成26年4月1日から施行する。 
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今治市水道事業経営審議会の会議運営（案）について

１ 開催について

令和６年度から令和７年度内に４回の開催予定とする。

２ 会議の公開について

○ 今治市附属機関等の会議の公開及び傍聴に関する要綱に基づき、原則として公開す

るものとする。

ただし、非公開情報が含まれる事項について審議等を行う場合や、会議を公開する

ことにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合は公開

しないものとする。

○ 会議の開催予定については、日程・場所・公開などの情報を可能な限り市ホームペ

ージ等で事前に周知を図るものとする。また、傍聴者の数を制限する場合についても、

事前に周知を図るものとする。

３ 傍聴者への対応について

○ 傍聴者名簿に住所・氏名を記入していただくものとする。

○ 委員と同様の資料（ただし、非公開情報を除く）を配布するものとする。

○ 会議の録音や写真撮影、ビデオ撮影等は認めないものとする。ただし、報道機関等

で会長の許可を得たものについては、この限りではない。

○ 傍聴者に会議の規律を乱す言動等があった場合は、これを制止し、従わない場合は

退場させるものとする。

４ 会議録について

○ 今治市附属機関等の会議録の作成および公開に関する要綱に基づき、会議録を作成

し、原則として公開するものとする。ただし、公開の可否については、毎回の審議終

了後に非公開部分の有無について確認するものとする。

○ 会議録は、議長及び議長が指名した出席委員１名の署名を得るものとする。

５ 答申について

○ 委員個人の意見ではなく、審議会の結果としてまとめるものとする。

○ 答申の時期は、令和７年９月に行うものとする。

６ その他

○ その他、会議運営において必要な事項が生じた場合は、審議会において協議するも

のとする。
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今治市附属機関等の会議の公開及び傍聴に関する要綱 

平成21年11月２日制定 

今治市要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、附属機関及び私的諮問機関（以下「附属機関等」という。）の会議の公開及

び傍聴について必要な事項を定めるものとする。 

 （会議の公開） 

第２条 附属機関等の会議（以下「会議」という。）は、法令又は条例により非公開とされている

もの以外は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、非公開とすることが

できる。 

 (１) 会議の内容が、行政処分の決定又は不服申立の審査であるとき。 

 (２) 会議の内容が、今治市情報公開条例（平成17年今治市条例第19号）第７条に規定する非

開示情報を含むとき。 

２ 前項第２号の決定は、附属機関等の議長（議長の職務を代行する者を含む。以下「議長」と

いう。）が附属機関等の委員の意見を聴いて決定する。ただし、議長が選任されていない場合は、

市長その他執行機関の長が決定する。 

３ 議長は、会議を公開とした場合であっても会議の内容の一部に非公開とすべき情報が含まれ

ており、その会議の全部を公開することが適当でないと判断したときは、出席委員の意見を聴

いて、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

４ 前項の場合において、議長は、議案の審議順序の変更等を行い、公開できる部分については、

極力公開するよう努めなければならない。 

（会議開催の公表） 

第３条 会議を開催する場合は、原則として会議開催の１週間前までに、ホームページへの掲載

により次に掲げる事項を公表するものとする。 

 (１) 会議の名称 

 (２) 開催日時及び開催場所 

 (３) 会議の議題又は内容 

 (４) 傍聴人の定員 

 (５) 傍聴手続 

(６) 会議を非公開とする場合はその理由 

 (７) その他必要な事項 

２ 会議を非公開とする場合は、前項第３号から第５号までの規定は適用しない。 
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 （傍聴の手続） 

第４条 会議の傍聴は、先着順に行うものとする。ただし、あらかじめ多数の者の傍聴が見込ま

れる場合で、議長が特に認めるものについては、この限りでない。 

 （傍聴することができない者） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

 (１) 凶器その他危険なものを持っている者 

 (２) 酒気を帯びていると認められる者 

 (３) 前２号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認め

られる者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第６条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

 (１) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

 (２) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 (３) みだりに指定された席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

 (４) 議長の許可を得ず、撮影、録音等をしないこと。 

 (５) 係員の指示に反しないこと。 

 (６) 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行

為をしないこと。 

 （傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。 

 （違反に対する措置） 

第８条 議長は、傍聴人がこの要綱に反するときはこれを制止し、その命令に従わないときはこ

れを退場させることができる。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の公開及び傍聴に関し必要な事項は、執行機関の長

が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 



今治市附属機関等の会議録の作成及び公開に関する要綱 

平成21年11月２日制定 

今治市要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、今治市の附属機関及び私的諮問機関（以下「附属機関等」という。）におけ

る会議録の作成及び会議録の公開について、法令及び条例に定めのあるもののほか必要な事項

を定めるものとする。 

 （会議録等の作成） 

第２条 附属機関等の議長は、会議終了後速やかに会議録として全文記録又は概要記録を作成し

なければならない。 

 （会議録の記載事項等） 

第３条 会議録には、概ね次に掲げる事項を記載するものとする。 

 (１) 会議の名称 

 (２) 開催の日時及び場所 

 (３) 出席委員、欠席委員、参考人及び事務局職員の氏名 

 (４) 審議案件等の概略及び審議結果 

 (５) 発言内容 

 (６) その他必要な事項 

２ 前項第５号の記載方法は、全文記録の場合は発言者ごとに発言者の氏名又は職名及び発言の

内容を記載し、概要記録の場合は会議全体における発言の概要を記載するものとする。 

３ 会議録には、会議資料を添付するものとする。 

 （会議録への署名及び保管） 

第４条 会議録を作成したときは、会議の議長及び出席委員のうちから議長が指名した者１人以

上の確認を署名等の方法により得るものとする。ただし、附属機関等が別の方法により会議録

の確認を行うことを妨げない。 

 （会議録の公開）  

第５条 会議録は、今治市情報公開条例（平成17年今治市条例第19号）第７条に規定する非開示

情報に該当する情報を除き、速やかに市のホームページに掲載し、担当課において閲覧に供す

るものとする。この場合において、全文記録の方法をとっている場合であっても、市のホーム

ページへの掲載は、概要記録によることができる。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議録の作成及び公開に関し必要な事項は、執行機関の
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長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 
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今治市水道事業の現状



経営について ～独立採算制の原則～

2

地方公営企業法第17条の2第2項
「地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一
般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収
入をもつて充てなければならない。」

独立採算制の原則

水道事業経営に必要な費用は、

原則、税金によらず水道料金と国・金融機関等からの借入で賄う

＜今治市水道事業＞
・職員給与
・事務経費
・施設の維持管理費
（動力・薬品・修繕など）
・施設の整備 など

国・
金融機関

＜お客様＞
・家庭
・店舗

など

企業債

償還

水道水

水道料金

公営企業会計



経営について ～一般会計繰入金について～

3

基準内：独立採算になじまない経費について一般会計が負担すべきものとして総務省が
定めるもの
例） 消火栓の維持管理費（消防）、簡易水道の高料金対策に要する経費
統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費

建設改良事業に対する出資金 など

基準外：基準内繰入金のみでは賄いきれない場合や特殊な理由がある場合などに
一般会計が負担するもの

（今治市では越智諸島事業所の収支不足の1/2を補てんするなど）
※平成22年度の料金統一により、それまで非常に高い料金設定を行っていた
島嶼部では値下げとなり、収入が減少することになったことから、今治市では

越智諸島事業所に対して、収支不足額を一般会計補助金として補てんしている

地方公営企業法第17条の2第1項
「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費」
「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつても、なおその経営に伴う収入のみを
もつて充てることが客観的に困難であると認められる経費」

一般会計繰入金（税金）

独立採算制の原則の例外



経営について ～公営企業会計～

4

公営企業会計では、収益的収支と資本的収支を取り扱う（収支：“財布”のイメージ）

収益的収支：主に施設の運転や修繕に関するもので、収入源は主に水道料金

資本的収支：主に施設の工事に関するもので、収入源は主に企業債

純利益と、今後の施設更新のために積み立てている減価償却費で、資本的収支の不足を

補填

○減価償却費（補足） ・施設の整備に要した費用を一定期間（耐用年数）に割り振り計上
○長期前受金戻入 ・現金収入を伴わないもので、施設の整備に充てた補助金などを一定期間（耐用年数）に割り振り計上、補填には使用できない

水道料金等 純利益

職員給与費・維持管理費（動力・薬品・修繕等） 支払利息 減価償却費

企業
債

出資
金等

建設改良費（工事費） 企業債償還金

収支不足

前年度からの繰越 純利益 減価償却費

積立

補填

収
益
的
収
支

（内
部
留
保
資
金
）

補
填
財
源

資
本
的
収
支

他（長期前受金戻入など）

余りは翌年度へ繰越



収益的収入においては、維持管理費を賄うだけでなく、
利益を確保する必要がある

経営について ～公営企業会計～

減価償却費や収益的収支で発生した純利益を積み立て、資本的収

支の不足分を補填

減価償却費は老朽施設の更新等に必要な資金

純利益は耐震化事業等の施設整備に必要な資金

補填資金が無くなると建設改良事業が出来なくなる

5



2023（令和5）年度決算速報値 ～収益的収支・資本的収支（水道事業）～

6

◆収益的収支

収益的収入
34.2億円

収益的支出
31.6億円

資本的収入
4.1億円

資本的支出
22.9億円

◆資本的収支

出資金
2.0億円
（49.2％）

企業債
1.6億円（37.9％）

損益勘定留保資金等

補てん

その他
0.3億円
（8.1％）

水道事業（今治・玉川・菊間・越智諸島水道事業合算）

水道料金 28.8億円（84.1％）

他会計補助金
1.4億円（4.1％） その他

4.1億円（11.8％）

事業運営費
13.8億円（43.6％）

支払利息 1.1億円
（3.5％）

減価償却費 16.7億円
（52.9％）

純利益
2.6億円

国庫・県補助金
0.2億円（4.8％）

不足額 18.8億円

建設改良費
16.0億円（70.0％）

企業債償還金
5.9億（25.7％）

その他
1.0億円
（4.3％）



職員給与費

14.76円
（7.8%）

減価償却費

102.38円
（54.1％）

支払利息

6.68円
（3.5%）

動力費

7.07円
（3.7%）

修繕費

5.61円
（3.0%）

受水費

2.76円
（1.5%）

委託料

30.34円
（16.0%）

その他

19.64円
（10.4%）

給水原価（1 ）に係る費用内訳（全体）
給水原価 179.61円/

2023（令和5）年度決算速報値 ～給水原価に係る費用内訳（水道事業）～

7

給水原価の費用構成で最も
多いのは減価償却費で約
54％
地理的条件により、小規模施
設が多く、管路延長も長いこ
とにより、保有資産が大きくな
ることが原因

給水原価 ・水道水１ 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの。
・１ の水を市民の皆様に届けるために、いくらかかるかを示す指標。

供給単価 ・水道水１ 当たりについて、どれだけ収益を得ているかを表すもの。

水道事業を経営していく上では、供給単価が給水原価を上回るのが望ましい。

※円グラフの数値の合計から長期前受金戻入を控除した値が給水原価となる

給水原価 供給単価 販売利益

179.61 176.13 △3.48



経営状況の推移～収益的収支の推移～

8令和４年度に料金改定を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で
料金改定を１年延期したため、令和４年度は収益が赤字となった

※2023（令和5）年度決算は速報値

年度
H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

純利益 167 333 592 490 410 623 492 251 －41 258
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収益 費用

損益

（百万円） 損益計算書 経年推移一覧（上水道事業全体）

料金改定
料金改定

料金改定

（単位：百万円）
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給水人口

給水収益

（上水）

給水収益

（百万円）
給水人口

（人）

経営状況の推移 ～給水人口と給水収益の推移～

9

※2023（令和5）年度決算は速報値

給水人口は平成26年度と比較して約14,700人（9.2％）減少
平成28・令和元・令和5年度の料金増加は水道料金改定の実施による
料金改定を行わない場合は、給水人口の減少とともに給水収益も減少

～～

0
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（百万円） 建設改良費の推移（上水道事業全体）

今治 越智諸島 今治除く陸地部

経営状況の推移 ～建設改良費の推移～
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※2023（令和5）年度決算は速報値

令和3年度には、高橋浄水場整備等事業のため、今治で約47億円（全体
で60億円超過）
令和４年度以降は、事業費の平準化に努めつつ、重要給水施設管路耐
震化事業等を実施

波方・大西を

今治に統合
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⇒予定額
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経営状況の推移 ～企業債の推移～
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※2023（令和5）年度決算は速報値

令和2～3年度には、高橋浄水場整備等事業のため、借入額が突出して高
額となっており、それに伴い、令和５年度末の企業債残高は約110億円と
なっている



今治市の水道料金について ～現行の料金体系～

12今治市では、用途別料金体系を採用
用途別料金体系：使い道で料金に差をつける方式
口径別料金体系：水道管の口径の大きさで料金に差をつける方式

（参考）

給水用途 料金区分 水量区分 料金単価
改訂前
料金単価

基本料金 5 まで 1,224 円 1,123 円

5 を超え10 まで 41 円 38 円

10 を超え40 まで 203 円 186 円

40 を超えるもの 253 円 232 円

基本料金 10 まで 1,846 円 1,725 円

10 を超え40 まで 230 円 215 円

40 を超えるもの 255 円 238 円

基本料金 200 まで 10,162 円 10,162 円

200 を超え500 まで 65 円 65 円

500 を超えるもの 66 円 66 円

基本料金 150 まで 25,661 円 23,760 円

150 を超え200 まで 71 円 66 円

200 を超えるもの 206 円 191 円

船舶用 1 ごとに 325 円 325 円

基本料金 492 円 492 円

超過料金 1 ごとに 335 円 335 円
臨時用 

工業用

湯屋用

業務用

家庭用

超過料金
（1 あたりの単価）

超過料金
（1 あたりの単価）

超過料金
（1 あたりの単価）

超過料金
（1 あたりの単価）



8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

R1
2019

R2
2020

R3
2021

R4
2022

R5
2023

用途別水量推移（全体）

湯屋用

臨時用

船舶用

工業用

業務用

家庭用

（千 ）

73.1% 72.9% 72.9% 72.8% 73.3% 73.1% 75.4% 75.2% 74.9% 74.8%

21.8% 21.6% 22.1% 21.9% 21.3% 21.1%
19.0% 19.6% 20.1% 20.8%

4.4% 4.8% 4.3% 4.5% 4.8% 5.1%
5.0% 4.7% 4.4% 3.9%

今治市の水道料金について ～用途ごとの水量～

今治市の料金体系（用途別）ごとの水量推移

13

▲10.3％

用途別水量は家庭用が全体の約75％、業務用が全体の約20％
給水人口の減少、節水機器の普及等により、使用水量は平成26年度と
比較して10.3％減少

～～

0

※表中の％は家庭用、業務用、工業用の割合を示す。
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用途別料金収入推移（全体）

湯屋用

臨時用

船舶用

工業用

業務用

家庭用

（百万円）

65.1% 64.8% 66.1% 65.9% 66.6% 66.7% 69.3% 69.0% 68.6% 68.7%

29.2% 28.9% 28.6% 28.4% 27.7% 27.2% 24.8% 25.4% 26.2% 26.7%

4.6% 5.1%
4.3% 4.5% 4.8%

5.1% 5.1% 4.7% 4.4% 3.9%

今治市の水道料金について ～用途ごとの料金収入～

今治市の料金体系（用途別）ごとの料金収入推移

14

＋12.8％

平成28年度、令和元年度、令和5年度の料金改定により、料金収入は
平成26年度と比較して12.8%増加
料金収入のうち、家庭用は約70％、業務用は約25％となっており、水量
と比べて業務用の比率が高くなっている

0

～～

※表中の％は家庭用、業務用、工業用の割合を示す。
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全体
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工業用

湯屋用

船舶用

臨時用

（円）

今治市の水道料金について ～用途ごとの単価～

今治市の料金体系（用途別）ごとの料金単価 料金収入/有収水量

R5全体
197.6円/

15

用途
H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

R1
2019

R2
2020

R3
2021

R4
2022

R5
2023

家庭用 140.0 140.4 153.8 153.9 153.7 166.3 170.5 170.7 170.8 181.3
業務用 209.9 210.9 219.4 219.8 220.2 235.0 241.2 241.9 242.2 254.1
工業用 167.8 169.3 168.8 169.3 169.8 182.5 187.0 187.0 186.6 196.3
湯屋用 62.7 62.7 60.8 60.0 60.4 58.8 57.9 59.3 61.6 63.0
船舶用 317.3 319.0 319.0 319.0 319.0 320.8 325.0 325.0 325.0 325.0
臨時用 379.1 380.4 402.5 386.6 418.2 401.7 422.2 444.2 468.1 463.0
全体 157.2 157.8 169.6 169.9 169.3 182.3 185.3 186.0 186.5 197.6

※市全体の料金収入と有収水量から算出しているため、全体の料金単価とp7の供給単価とは一致しない



今治市の水道料金について ～愛媛県内他市との料金比較～

16

用途別 四国中央市、新居浜市、今治市、伊予市、宇和島市

口径別 西条市、松山市、東温市、大洲市、八幡浜市、西予市



水道事業統合・施設の統廃合などの経営努力は継続中

17

＜費用の増加要因＞

施設の老朽化に伴う事業費の増加

（＝減価償却費の増加、場合によっては、企業債借入増加に伴う支払利息の増加）

物価上昇による事業費や維持管理費、事務経費の増額

＜料金収入の減少要因＞

給水人口の減少

節水機器の普及等（個人の節水、水使用機器の節水化、改築による節水型機器の導入）

水道事業経営のあり方

うち水道料金

職員給与費・維持管理費（動力・薬品・修繕等）

収
入

支
出

純利益

収
益
的
収
支

給水人口の減少に伴い、料金収入も減少見込み
今後も重要給水施設管路耐震化などの設備投資を継続する必要あり

健全な経営を維持する
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用語集
用 語 説 明 該当

ページ

地方公営企業
地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する企業のこと。公営企業は、主に提供する財貨やサービスの対価である料
金収入によって賄われる。
例）上・下水道、病院、交通、ガス、電気、工業用水道、地域開発（港湾、宅地造成等）、観光（国民宿舎、有料道路等）など

2,3

収益的収支
企業の経常的経営活動（＝水道事業の運営）に伴い発生する収入と、これに対応する支出をいう。収益的収入として、給水サービスの提供
の対価である給水収益のほか、一般会計繰入金や受取利息などが計上される。収益的支出として、給水サービスに必要な人件費や、動力
費・薬品費といった維持管理費、支払利息などが計上される。収益的支出には減価償却費などのように現金支出を伴わない費用も含まれる。

4,5,6,8

資本的収支
資産を取得（＝施設整備などの工事を実施）するために要する費用（支出）とその財源（収入）の収支をいう。資本的収入として、企業債、出
資金、国庫補助金などが計上される。資本的支出として、建設改良費、企業債償還金などが計上される。資本的収入が支出に対して不足す
る場合には、損益勘定留保資金などの補填財源で補填するものとされている。

4,5,6

企業債 施設整備などに必要な資金を調達するための方法の一つであり、国等の公的資金、銀行等の民間資金からの借入れのことをいう。 4,6,11

減価償却費
資産を取得した際に、その資産を使用できる期間（法定耐用年数）に応じて分割して費用に計上するものである。実際に費用が発生する訳
ではなく、その分の資金が手元に残ることになる。

4,5,6,7

長期前受金戻入
資産の取得に対して交付される国の補助金などを、その資産を使用できる期間（法定耐用年数）に応じて分割して収益に計上するものである。
実際に現金が入る訳ではない。

4,7

内部留保資金
利益剰余金（利益の中で配当や設備投資に回さず積み立てたお金のこと）を指すことが多く、今後の投資や不測の事態に備えて保持する利
益のことをいう。

4

損益勘定留保資金 内部留保資金のうち、減価償却費などの現金支出がなく溜まっている資金をのこと。※長期前受金戻入は含まない 6

出資金
個人や法人の出資者が提供するお金のことをいう。水道事業においては、建設改良資金等の負担の軽減を図るための一般会計からの繰入
金などがあてはまる。

4,6

給水原価 水道水1 当たりについて、どれだけ費用がかかっているかを表すものをいう。 7

供給単価 水道水1 当たりについて、どれだけ収益を得ているかを表すものをいう。 7

用途別料金体系
使用用途（家庭用、営業用、浴場用、工場用など） によって料金格差を設ける料金体系をいう。需要者の経済負担力やサービス価値を重視
した料金体系で、家庭用以外の部分を高く設定することにより一般家庭の単価を抑えることができる。用途が明確に判別できないなどといっ
た問題もある。

12,13,
14,15,
16

口径別料金体系
給水管や水道メーターの口径の大小を基準に、料金を設定する料金体系をいう。使用水量に応じた料金となり、費用負担の公平性を確保す
ることができる。不必要に大きなメーターを使い続けることが減り、更新の際の小規模化など、将来の負担を抑えることが期待できる。

12,16
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今治市水道事業経営審議会の開催予定

開催予定 内容

第１回（11月21日）
審議会のすすめ方、水道事業の現状について、
今後のスケジュール、施設見学

第２回（２月）
水道事業の将来のあり方、料金算定方式について、
料金体系について、意見交換

第３回（４月）
水道事業経営戦略の見直し（案）、
財政シミュレーション、料金改定方針（案）について、
意見交換

第４回（７月）
料金表（素案）について、答申（案）について、
意見交換

答申（８月） 会長より市長へ答申

【令和６年度諮問事項】 今後の水道事業のあり方について


